
令和２年５月２６日  

練馬区立富士見台小学校 保護者の皆様へ  

                             練馬区立富士見台小学校  

                               校長  渋井  和子  

 

５月の臨時休業期間中の校庭の利用について 
 

日頃より富士見台小学校の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

お子さんは元気でお過ごしでしょうか。また、保護者の皆様におかれましてもお元気

でお過ごしでしょうか。 

さて、５月２５日に緊急事態宣言が解除されました。６月１日学校再開を踏まえ区教

育委員会の指示で、体力回復、学校生活への慣らしの場としての下記のように校庭開放

を実施します。  

なお、今後の状況の変化に応じて、対応を変更する場合があります。その際は改めて

お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 利用できる場所  

  富士見台小学校の校庭 

  ※体育館は利用できません。（雨天時含む） 

 

２ 対象者 

  富士見台小学校の児童（全学年）  

 

３ 期間および時間  

（１）期間  令和２年５月２７日（水）、２８日（木）、２９日（金）  

（２）時間及び学年  

 ２７日（水）  ２８日（木）  ２９日（金）  

９時００分  

～１０時１５分  

１・２・３年  ４・５・６年  １・２・３年  

１０時１５分  

～１１時３０分  

４・５・６年  １・２・３年  ４・５・６年  

  

※１年生は、新しい環境に慣れていないため必ず保護者同伴で来るようにしてください。 

 

４ 利用にあたっての留意事項  

（１）利用できるのは本校に在籍の児童のみです。保護者・幼児・中学生等の利用はでき

ません。  

（２）校庭を利用する際には、検温を行うなど、事前にお子様の健康観察を行ってくださ

い。発熱や風邪の症状がある場合は、利用できません。  

（３）学校の教職員が見守りを行いますが、通常の校庭開放のルールに準じて利用するよ

う、お子様にご指導ください。  

（４）お弁当やおやつを校庭で食べることはできませんが、水分補給のための水筒の持参

はかまいません。  

（５）自転車で学校に来ることはできません。行き帰りのお子様の安全管理は、保護者の

責任において行っていただきますようお願いいたします。  

（６）校帽をかぶってきてください。  

（７）学校に来た際に受付を済ませ、また、帰る際も受付に声をかけるよう、お子さんに

お声掛けください。  

【問い合わせ】富士見台小学校  副校長 西田 隆 

電話 ３９９８－６３５１  


